
船舶事故等調査報告書 

平成２７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第８９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月６日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市若松区妙見
みょうけん

埼北西方沖 

 妙見埼灯台から真方位３１７°５.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°００.４１′ 東経１３０°３６.３１′） 

事故等調査の経過  平成２６年８月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 大和
や ま と

丸、７.９トン 

   ＦＯ２－６５９６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９０－６０３６８号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 千
せん

福
ぷく

丸、６.６トン 

   ＦＯ２－６５１９（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９０－５５７９３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷後部外板に亀裂、煙突に凹損及び曲損 

Ｂ 船首部外板に擦過傷及び凹損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、妙見埼北西方沖を柏原
かしはら

漁港へ向

けて帰航中、‘いけす底栓の閉栓作業’（以下「本件作業」という。）

を行うため、周囲を目視及び６Ｍレンジとしたレーダーで、航行の支

障となる船舶がいないことを確認したので、クラッチを中立とし、ア

イドリングの状態で集魚灯を１灯点
つ

け、漂泊した。 

Ａ船は、船長Ａが約５分間本件作業を行って操舵室に戻ろうとした

ところ、平成２６年８月６日０２時４０分ごろその左舷後部とＢ船の

船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、レーダーを３Ｍレンジ、ＧＰＳ

プロッターを２４Ｍレンジでそれぞれ使用し、北九州市脇田
わ い た

漁港から

妙見埼北西方沖（響
ひびき

灘）の漁場へ向けて、自動操舵により約１１～

１２ノットの対地速力で北西進していたところ、船長Ｂが操舵室前方

からの異常音を聞いた。 

船長Ｂは、異常音の原因を調べるため、周囲を目視及びレーダーを

使用して、航行の支障となる船舶がいないことを確認した後、船首甲

板の作業灯を１灯点け、操舵室の回転窓から同室前方を見ていたとこ



ろ、船首前方約１０ｍの所に集魚灯を点けたＡ船がいることに気付

き、機関を後進とした直後、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、両船の損傷状況を確認し、船長Ｂが海上保安

庁へ通報した後、それぞれ自力で航行して係留地へ帰った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、船首の白灯及び操舵室両舷後部の舷灯を表示していた。 

 本件作業は、甲板上から長柄の工具を使用して行うものであった。 

 Ａ船のレーダーは、６Ｍレンジで使用した際、約１Ｍ以上離れた小

型船舶が直進してきた場合、映像が映りにくいことがあった。 

 Ｂ船のレーダーは、画面上の船首輝線に他船の映像が重なると、識

別しにくくなることがあった。 

 Ｂ船の操舵室前方の異常音は、いけす底栓を開閉する金具が、落下

した音であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、妙見埼北西方沖で漂泊中、船長Ａが、本件作業を行い、見

張りを適切に行っていなかったことから、接近するＢ船に気付かず、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、周囲を目視及び６Ｍレンジとしたレーダーで、航行の支

障となる船舶がいないことを確認したことから、本件作業に意識を向

けていたものと考えられる。 

 船長Ａは、６Ｍレンジで使用していたレーダーが映りにくい状況で

あったことから、接近するＢ船に気付かなかった可能性があると考え

られる。 

 Ｂ船は、妙見埼北西方沖を北西進中、船長Ｂが、操舵室前方の異常

音を確かめることに意識を向け、見張りを適切に行っていなかったこ

とから、船首方で漂泊中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

 船長Ｂは、周囲を目視及びレーダーを使用して、航行の支障となる

船舶がいないことを確認したことから、操舵室前方の異常音を確かめ

ることに意識を向けていたものと考えられる。 

 船長Ｂは、レーダー画面上において、船首方で漂泊中のＡ船の映像

が船首輝線と重なり、識別しにくかったことから、Ａ船に気付かなか

った可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、妙見埼北西方沖において、Ａ船が集魚灯を１灯点

けて漂泊中、Ｂ船が北西進中、船長Ａが、本件作業を行い、見張りを

適切に行っていなかったため、接近するＢ船に気付かず、また、船長



Ｂが操舵室前方の異常音を確かめることに意識を向け、見張りを適切

に行っていなかったため、船首方で漂泊中のＡ船に気付かず、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時見張りを適切に行うこと。 

・自船のレーダーの特性を把握し、適切に使用すること。 

 


